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主 な 記 事

古物商以外がフリマアプリ利用、経過措置適用可 ２面

政府税調がＥＢＰＭで専門家会合 ２面

ふるさと納税に係るポイント付与禁止で告示改正 ３面

日税連が７年度改正で建議書 ３面

県別・地目別の「調整率」

県名 （特定地域） 宅地 田 畑 山林

石川県 （県内全域） ０．５５～１．０００．６５～１．０００．６５～１．０００．８５～１．００

富山県 （県内全域） ０．８０～１．０００．９０～１．０００．９０～１．０００．９０～１．００

新潟県 （県内全域） ０．８０～１．０００．９０～１．０００．９０～１．０００．９０～１．００

各国税局の標準宅地の評価基

準額の対前年変動率の平均値

国税局（所） ６年分（％）５年分（％）

札幌 ５．２ ６．８

仙台 １．８ １．３

関東信越 ０．８ ０．５

東京 ４．３ ２．５

金沢 ０．１ ０．１

名古屋 １．５ １．１

大阪 １．８ ０．７

広島 １．５ ０．９

高松 ▲０．５ ▲０．７

福岡 ４．３ ３．３

熊本 １．１ ０．８

沖縄 ５．６ ３．６

全国平均 ２．３ １．５

　

国

税

庁

は

１

日

、

令

和

６

年

分

の

路

線

価

等

を

公

表

し

た

。

全

国

約

�

万

５

０

０

０

地

点

の

標

準

宅

地

の

評

価

基

準

額

の

対

前

年

変

動

率

の

平

均

値

は

２

・

３

％

上

昇

（

前

年

は

１

・

５

％

上

昇

）

し

、

３

年

連

続

し

て

上

昇

し

た

。

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

は

、

同

日

に

６

年

分

の

路

線

価

等

を

公

開

し

、

ま

た

、

平

成

�

年

分

か

ら

の

路

線

価

等

を

掲

載

し

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

１

日

、

令

和

６

年

能

登

半

島

地

震

に

よ

る

被

害

を

受

け

た

「

特

定

地

域

」

内

に

あ

る

土

地

等

に

つ

い

て

、

災

害

に

よ

る

地

価

下

落

の

状

況

を

反

映

し

た

「

調

整

率

」

を

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

公

表

し

た

。

　

「

特

定

地

域

」

は

、

石

川

県

、

富

山

県

、

新

潟

県

の

全

域

が

指

定

さ

れ

て

い

る

。

調

整

率

が

定

め

ら

れ

た

地

域

は

、

金

沢

局

管

内

全

体

の

�

％

、

関

信

局

管

内

全

体

の

�

％

と

な

っ

て

い

る

。

県

別

・

地

目

別

の

「

調

整

率

」

は

上

表

の

通

り

。

　

「

調

整

率

」

は

、

特

定

非

常

災

害

と

前

後

し

て

相

続

や

贈

与

に

よ

り

特

定

地

域

内

に

あ

る

土

地

等

を

取

得

し

て

い

た

場

合

に

、

そ

の

取

得

時

の

時

価

で

な

く

、

「

特

定

非

常

災

害

の

発

生

直

後

の

価

額

」

に

よ

り

評

価

す

る

た

め

に

使

う

。

　

特

定

地

域

内

に

あ

る

土

地

等

で

、

「

５

年

２

月

�

日

か

ら

５

年

�

月

�

日

ま

で

の

間

に

相

続

等

に

よ

り

取

得

し

た

土

地

等

」

と

、

「

５

年

１

月

１

日

か

ら

５

年

�

月

�

日

ま

で

の

間

に

贈

与

に

よ

り

取

得

し

た

土

地

等

」

に

該

当

し

、

６

年

１

月

１

日

（

特

定

非

常

災

害

発

生

日

）

に

所

有

し

て

い

た

も

の

の

価

額

は

、

そ

の

取

得

の

時

の

時

価

に

よ

ら

ず

、

「

特

定

非

常

災

害

の

発

生

直

後

の

価

額

」

（

６

年

分

の

路

線

価

等

に

調

整

率

を

乗

じ

て

計

算

）

に

よ

る

こ

と

が

で

き

る

。

　

な

お

、

特

定

非

常

災

害

発

生

日

以

後

の

６

年

１

月

１

日

か

ら

同

年

�

月

�

日

ま

で

の

間

に

相

続

等

ま

た

は

贈

与

に

よ

り

取

得

し

た

特

定

地

域

内

に

あ

る

土

地

等

の

価

額

も

、

６

年

分

の

路

線

価

等

に

調

整

率

を

乗

じ

て

計

算

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

　

都

道

府

県

別

で

見

る

と

、

上

昇

率

５

％

以

上

�

％

未

満

が

北

海

道

、

宮

城

、

東

京

、

福

岡

、

沖

縄

の

５

都

道

県

（

前

年

は

北

海

道

の

み

）

で

、

上

昇

率

５

％

未

満

が

岩

手

、

秋

田

、

山

形

、

福

島

、

茨

城

、

埼

玉

、

長

野

、

千

葉

、

神

奈

川

、

石

川

、

愛

知

、

三

重

、

滋

賀

、

京

都

、

大

阪

、

兵

庫

、

岡

山

、

広

島

、

山

口

、

佐

賀

、

長

崎

、

熊

本

、

大

分

、

宮

崎

の

�

府

県

（

同

�

都

府

県

）

だ

っ

た

。

横

ば

い

は

青

森

、

静

岡

の

２

県

（

同

２

県

）

、

下

落

率

５

％

未

満

は

そ

れ

以

外

の

�

県

（

同

�

県

）

だ

っ

た

。

　

全

国

的

な

特

徴

を

見

る

と

、

景

気

が

緩

や

か

に

回

復

し

て

い

る

中

、

地

域

や

用

途

に

よ

り

差

が

あ

る

も

の

の

三

大

都

市

圏

・

地

方

圏

と

も

に

上

昇

が

継

続

す

る

と

と

も

に

、

三

大

都

市

圏

で

は

上

昇

率

が

拡

大

し

、

地

方

圏

で

も

上

昇

率

が

拡

大

傾

向

と

な

り

上

昇

基

調

を

強

め

て

い

る

。

　

上

昇

率

ト

ッ

プ

は

、

福

岡

県

の

５

・

８

％

（

同

４

・

５

％

）

で

、

高

ま

る

マ

ン

シ

ョ

ン

用

地

需

要

や

観

光

客

を

含

め

た

人

流

回

復

に

伴

い

ホ

テ

ル

や

飲

食

店

舗

の

取

引

も

活

発

化

に

な

っ

て

い

る

こ

と

が

要

因

だ

。

一

方

、

下

落

率

ト

ッ

プ

は

、

前

年

に

引

き

続

き

和

歌

山

県

で

マ

イ

ナ

ス

１

・

０

％

（

同

マ

イ

ナ

ス

１

・

２

％

）

。

津

波

被

害

の

懸

念

や

人

口

減

少

や

高

齢

化

の

進

行

が

影

響

し

て

い

る

。

各

局

の

標

準

宅

地

の

評

価

基

準

額

の

対

前

年

変

動

率

の

平

均

値

は

下

表

の

通

り

。

　

都

道

府

県

庁

所

在

都

市

の

最

高

路

線

価

を

見

る

と

、

上

昇

し

た

都

市

は

、

�

都

市

（

前

年

は

�

都

市

）

で

、

上

昇

率

が

�

％

を

超

え

た

の

は

、

さ

い

た

ま

市

と

千

葉

市

。

上

昇

率

が

�

％

以

上

は

、

令

和

２

年

以

来

４

年

ぶ

り

と

な

る

。

　

上

昇

率

が

最

も

大

き

か

っ

た

の

は

、

千

葉

駅

東

口

駅

前

広

場

の

�

・

９

％

（

１

平

方

㍍

当

た

り

２

２

３

万

円

）

。

千

葉

駅

東

口

の

再

開

発

が

進

み

、

一

昨

年

に

複

合

施

設

「

マ

イ

ン

ズ

千

葉

」

が

開

業

、

商

業

地

と

し

て

の

地

位

が

高

ま

り

、

不

動

産

市

場

は

堅

調

に

推

移

し

て

い

る

こ

と

が

要

因

だ

。

次

に

上

昇

率

が

高

か

っ

た

さ

い

た

ま

市

の

大

宮

駅

西

口

駅

前

ロ

ー

タ

リ

ー

は

、

�

・

４

％

（

同

５

２

９

万

円

）

だ

っ

た

。

　

ま

た

、

横

ば

い

の

都

市

は

９

都

市

（

前

年

は

�

都

市

）

、

下

落

し

た

都

市

は

鳥

取

市

の

み

（

同

４

都

市

）

だ

っ

た

。

下

落

率

は

、

鳥

取

市

栄

町

若

桜

街

道

通

り

の

マ

イ

ナ

ス

３

・

１

％

（

１

平

方

㍍

当

た

り

９

万

４

０

０

０

円

）

で

、

最

高

路

線

価

も

�

都

市

中

で

最

下

位

。

既

存

商

店

街

が

衰

退

傾

向

で

空

き

店

舗

が

目

立

ち

、

市

場

が

低

迷

し

て

い

る

こ

と

が

要

因

だ

。

　

全

国

で

路

線

価

が

最

も

高

か

っ

た

の

は

、

東

京

都

中

央

区

銀

座

５

丁

目

銀

座

中

央

通

り

の

「

鳩

居

堂

」

前

の

１

平

方

㍍

当

た

り

４

４

２

４

万

円

（

３

・

６

％

上

昇

）

で

、

�

年

連

続

ト

ッ

プ

と

な

っ

た

。

　

税

務

署

別

で

最

も

上

昇

率

が

大

き

か

っ

た

の

は

、

長

野

・

大

町

署

管

内

の

北

安

曇

郡

白

馬

村

大

字

北

城

村

道

和

田

野

線

の

�

・

１

％

（

１

平

方

㍍

当

た

り

３

万

７

０

０

０

円

）

で

、

コ

ロ

ナ

終

息

に

よ

り

村

内

観

光

地

の

収

益

が

回

復

し

投

資

行

動

が

活

発

化

、

ス

キ

ー

場

に

位

置

す

る

観

光

地

域

や

別

荘

地

域

で

国

内

富

裕

層

を

中

心

と

し

た

不

動

産

需

要

が

増

加

し

て

い

る

こ

と

な

ど

が

上

昇

要

因

だ

。

続

い

て

、

台

湾

の

世

界

的

半

導

体

メ

ー

カ

ー

「

Ｔ

Ｓ

Ｍ

Ｃ

」

の

進

出

に

よ

り

不

動

産

需

要

が

高

ま

っ

て

い

る

熊

本

・

菊

池

署

管

内

の

菊

陽

町

光

の

森

３

丁

目

県

道

住

吉

熊

本

線

の

�

・

０

％

（

同

�

万

５

０

０

０

円

）

と

な

っ

て

い

る

。

　

一

方

、

最

も

下

落

率

が

大

き

か

っ

た

の

は

、

北

海

道

・

江

差

署

管

内

の

江

差

町

字

本

町

道

道

江

差

停

車

場

線

通

り

の

マ

イ

ナ

ス

５

・

９

％

（

同

１

万

６

０

０

０

円

）

、

続

い

て

、

北

海

道

・

余

市

署

管

内

の

余

市

町

黒

川

町

４

丁

目

国

道

５

号

通

り

の

マ

イ

ナ

ス

５

・

６

％

（

同

１

万

８

０

０

０

円

）

だ

っ

た

。

前

年

に

引

き

続

き

北

海

道

は

札

幌

市

近

郊

の

ベ

ッ

ド

タ

ウ

ン

や

外

国

人

に

人

気

の

高

い

リ

ゾ

ー

ト

地

は

地

価

が

上

昇

し

て

い

る

が

、

北

海

道

全

体

で

は

低

迷

が

続

い

て

お

り

、

旧

産

炭

地

域

や

漁

村

で

発

展

し

て

い

た

地

域

を

は

じ

め

多

く

の

町

村

地

で

は

下

落

率

が

大

き

い

。

令

和

　

年

　

月

　

日
６ ７ ８

第３６１０号
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税

制

や

予

算

の

分

野

で

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

（

証

拠

に

基

づ

く

政

策

立

案

）

と

い

う

言

葉

が

広

く

使

わ

れ

る

よ

う

に

な

っ

て

き

た

。

内

閣

府

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

載

さ

れ

て

い

る

説

明

に

よ

る

と

、

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

と

は

、

政

策

の

企

画

を

そ

の

場

限

り

の

エ

ピ

ソ

ー

ド

に

頼

る

の

で

は

な

く

、

政

策

目

的

を

明

確

化

し

た

上

で

合

理

的

根

拠

に

基

づ

く

も

の

と

す

る

こ

と

を

指

す

と

い

う

★

こ

こ

で

ひ

と

つ

の

疑

問

が

頭

を

よ

ぎ

る

。

そ

れ

で

は

、

こ

れ

ま

で

の

政

策

立

案

は

何

に

基

づ

く

も

の

だ

っ

た

の

か

。

「

そ

の

場

限

り

の

エ

ピ

ソ

ー

ド

」

と

は

一

体

何

な

の

か

。

要

は

、

思

い

つ

き

で

あ

っ

た

り

、

声

の

大

き

い

者

に

押

し

切

ら

れ

て

き

た

だ

け

だ

っ

た

の

で

は

な

い

の

か

★

新

た

な

取

組

み

を

す

る

際

に

は

、

こ

れ

ま

で

の

行

い

の

問

題

点

な

ど

を

し

っ

か

り

検

証

す

る

必

要

が

あ

る

。

そ

う

で

な

け

れ

ば

、

気

づ

か

な

い

う

ち

に

、

過

去

と

同

じ

過

ち

を

繰

り

返

し

て

し

ま

う

お

そ

れ

が

あ

る

よ

う

に

思

う

。

（

Ｚ

）

　

国

税

庁

は

６

月

�

日

、

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

に

関

し

て

多

く

寄

せ

ら

れ

る

質

問

を

更

新

し

た

（

７

月

１

日

号

１

面

参

照

）

。

追

加

さ

れ

た

問

答

「

フ

リ

マ

ア

プ

リ

等

に

よ

り

商

品

を

仕

入

れ

た

場

合

の

仕

入

税

額

控

除

」

で

は

、

�

％

・

�

％

経

過

措

置

の

適

用

関

係

が

示

さ

れ

て

お

り

、

古

物

商

以

外

の

者

が

フ

リ

マ

ア

プ

リ

等

で

商

品

を

仕

入

れ

た

場

合

に

は

、

�

％

・

�

％

経

過

措

置

の

適

用

は

可

能

と

し

て

い

る

。

そ

し

て

、

帳

簿

に

記

載

す

べ

き

「

課

税

仕

入

れ

の

相

手

方

の

氏

名

又

は

名

称

」

な

ど

は

、

「

フ

リ

マ

ア

プ

リ

等

の

名

称

及

び

当

該

フ

リ

マ

ア

プ

リ

等

に

お

け

る

ア

カ

ウ

ン

ト

名

」

と

し

て

差

し

支

え

な

い

と

し

て

い

る

。

回

答

で

は

、

フ

リ

マ

ア

プ

リ

等

の

取

引

画

面

及

び

帳

簿

の

イ

メ

ー

ジ

な

ど

も

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

（

６

月

�

日

）

退

任

（

常

務

理

事

）

今

泉

　

達

也

（

顧

問

）

中

島

　

和

男

（

参

与

）

原

　

　

一

夫

仲

井

　

一

正

小

村

　

雅

昭

市

來

　

　

悟

（

１

日

）

就

任

　

常

務

理

事

（

理

事

）

田

島

　

　

修

理

事

（

編

集

局

長

）

則

竹

　

正

博

顧

問

（

常

務

理

事

）

今

泉

　

達

也

参

与

松

本

　

善

夫

岸

野

　

憲

二

二

村

　

健

之

　

政

府

税

制

調

査

会

の

税

制

の

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

に

関

す

る

専

門

家

会

合

（

座

長

＝

赤

井

伸

郎

大

阪

大

学

大

学

院

教

授

）

は

６

月

�

日

、

設

置

後

初

め

て

の

会

合

を

開

催

し

た

。

同

専

門

家

会

合

は

、

政

府

全

体

で

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

の

取

組

み

が

進

む

中

、

税

制

で

も

客

観

的

な

デ

ー

タ

に

基

づ

き

、

そ

の

有

効

性

等

の

検

証

を

行

う

必

要

性

が

高

ま

っ

て

い

る

こ

と

を

受

け

て

、

政

府

税

調

総

会

で

の

議

論

の

素

材

を

整

理

す

る

た

め

に

設

け

ら

れ

た

。

　

会

合

で

は

、

は

じ

め

に

赤

井

座

長

が

①

「

成

長

志

向

の

法

人

税

改

革

」

の

振

り

返

り

、

②

租

税

特

別

措

置

の

効

果

検

証

、

③

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

推

進

の

た

め

の

体

制

整

備

の

三

つ

を

柱

と

す

る

今

後

の

検

討

の

視

点

を

提

示

。

こ

れ

ら

視

点

に

基

づ

き

、

財

務

省

と

総

務

省

が

現

状

等

に

つ

い

て

説

明

し

た　

続

く

議

論

で

は

、

参

加

者

か

ら

、

具

体

的

な

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

の

進

め

方

に

つ

い

て

海

外

の

先

行

研

究

を

参

考

に

す

べ

き

と

の

意

見

や

、

国

や

地

方

が

持

っ

て

い

る

税

務

デ

ー

タ

を

も

う

少

し

使

え

る

よ

う

に

す

べ

き

と

い

っ

た

意

見

な

ど

が

出

た

。

　

令

和

６

年

度

の

与

党

税

制

改

正

大

綱

で

は

、

与

党

税

調

で

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

の

取

組

み

を

毎

年

確

認

し

、

同

取

組

み

を

加

速

化

さ

せ

て

い

く

旨

が

盛

り

込

ま

れ

て

い

る

。

同

専

門

家

会

合

は

、

こ

の

確

認

に

役

立

て

る

た

め

、

例

年

�

月

中

旬

以

降

に

始

ま

る

与

党

税

調

の

翌

年

度

税

制

改

正

に

向

け

た

議

論

の

前

ま

で

に

何

ら

か

の

意

見

集

約

を

行

う

見

込

み

だ

。

（

１

日

）

大

臣

官

房

付

（

名

古

屋

国

税

局

長

）

吉

沢

浩

二

郎

兼

名

古

屋

国

税

局

長

心

得

（

名

古

屋

国

税

局

総

務

部

長

）

小

森

　

　

敦

国

税

庁

長

官

官

房

人

事

課

付

（

カ

ジ

ノ

管

理

委

員

会

事

務

局

監

督

調

査

部

財

務

監

督

課

課

長

補

佐

）

三

瀬

　

智

子

　

国

税

庁

は

６

月

�

日

、

「

租

税

特

別

措

置

法

（

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

関

係

）

の

取

扱

い

に

つ

い

て

」

等

の

一

部

改

正

に

つ

い

て

（

法

令

解

釈

通

達

）

、

相

続

税

法

基

本

通

達

等

の

一

部

改

正

に

つ

い

て

（

法

令

解

釈

通

達

）

、

「

租

税

特

別

措

置

法

に

係

る

所

得

税

の

取

扱

い

《

源

泉

所

得

税

関

係

》

に

つ

い

て

」

の

一

部

改

正

に

つ

い

て

（

法

令

解

釈

通

達

）

を

そ

れ

ぞ

れ

公

表

し

た

。

　

い

ず

れ

も

令

和

６

年

度

税

制

改

正

等

に

伴

い

、

所

要

の

整

備

な

ど

を

図

っ

た

も

の

。

　

ま

た

、

１

日

に

は

、

「

国

税

通

則

法

基

本

通

達

（

徴

収

部

関

係

）

」

の

一

部

改

正

に

つ

い

て

（

法

令

解

釈

通

達

）

な

ど

を

公

表

し

て

い

る

。

こ

ち

ら

は

、

５

年

度

税

制

改

正

に

お

い

て

、

国

際

最

低

課

税

額

に

対

す

る

法

人

税

が

導

入

さ

れ

た

こ

と

に

伴

い

、

納

税

証

明

書

の

交

付

等

に

つ

い

て

所

要

の

整

備

を

図

っ

た

も

の

。

　

古

物

に

つ

い

て

は

対

価

の

総

額

が

１

万

円

以

上

で

あ

っ

た

り

、

１

万

円

未

満

で

も

一

定

の

場

合

、

古

物

営

業

法

上

、

本

人

確

認

や

古

物

台

帳

へ

の

記

帳

義

務

が

生

じ

る

こ

と

か

ら

、

結

果

と

し

て

、

そ

う

し

た

物

に

つ

い

て

は

仕

入

先

の

住

所

、

氏

名

、

職

業

及

び

年

齢

の

確

認

が

で

き

な

い

よ

う

な

場

面

は

生

じ

得

な

い

と

し

て

い

る

。

　

そ

の

た

め

、

こ

う

し

た

古

物

に

つ

い

て

は

、

一

定

の

事

項

を

記

載

し

た

帳

簿

及

び

区

分

記

載

請

求

書

等

と

同

様

の

記

載

事

項

を

満

た

し

た

請

求

書

等

の

保

存

が

あ

れ

ば

、

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

以

外

の

者

か

ら

の

課

税

仕

入

れ

に

つ

い

て

仕

入

税

額

相

当

額

の

一

定

割

合

を

仕

入

税

額

と

み

な

し

て

控

除

す

る

こ

と

が

で

き

る

経

過

措

置

（

�

％

・

�

％

経

過

措

置

）

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

は

、

通

常

、

想

定

さ

れ

な

い

と

し

て

い

る

。

　

た

だ

し

、

対

価

の

総

額

が

１

万

円

以

上

の

準

古

物

の

仕

入

れ

で

、

メ

ッ

セ

ー

ジ

機

能

等

を

用

い

て

確

認

を

行

っ

た

と

し

て

も

仕

入

先

の

住

所

、

氏

名

、

職

業

及

び

年

齢

の

確

認

が

で

き

な

い

よ

う

な

場

合

や

古

物

商

以

外

の

者

が

フ

リ

マ

ア

プ

リ

等

で

仕

入

れ

た

場

合

（

古

物

営

業

に

該

当

し

な

い

も

の

に

限

る

）

に

は

、

�

％

・

�

％

経

過

措

置

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

は

可

能

と

し

て

い

る

。

　

こ

の

点

、

�

％

・

�

％

経

過

措

置

の

適

用

を

受

け

る

に

当

た

り

保

存

す

る

必

要

が

あ

る

区

分

記

載

請

求

書

等

に

記

載

す

べ

き

「

書

類

の

作

成

者

の

氏

名

又

は

名

称

」

及

び

帳

簿

に

記

載

す

べ

き

「

課

税

仕

入

れ

の

相

手

方

の

氏

名

又

は

名

称

」

に

つ

い

て

は

、

「

フ

リ

マ

ア

プ

リ

等

の

名

称

及

び

当

該

フ

リ

マ

ア

プ

リ

等

に

お

け

る

ア

カ

ウ

ン

ト

名

」

と

し

て

差

し

支

え

な

い

と

し

て

い

る

。

　

な

お

、

準

古

物

に

つ

い

て

は

、

古

物

営

業

法

の

対

象

外

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

対

価

の

総

額

が

１

万

円

以

上

で

あ

る

場

合

で

も

同

法

上

は

本

人

確

認

や

古

物

台

帳

へ

の

記

帳

は

求

め

ら

れ

な

い

と

し

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

令

和

６

年

分

の

所

得

税

等

の

確

定

申

告

書

案

を

公

表

し

た

。

５

年

分

の

所

得

税

等

の

確

定

申

告

書

等

様

式

か

ら

変

更

の

あ

っ

た

主

な

様

式

が

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

　

申

告

書

第

一

表

で

は

、

定

額

減

税

の

実

施

に

伴

い

、

６

年

分

特

別

税

額

控

除

額

を

記

入

す

る

欄

が

新

た

に

設

け

ら

れ

て

い

る

。

　

（

特

定

増

改

築

等

）

住

宅

借

入

金

等

特

別

控

除

額

の

計

算

明

細

書

で

は

、

６

年

度

税

制

改

正

に

よ

り

、

借

入

限

度

額

に

つ

い

て

、

子

育

て

世

帯

・

若

者

夫

婦

世

帯

が

６

年

に

入

居

す

る

場

合

に

は

一

定

の

上

乗

せ

措

置

が

講

じ

ら

れ

た

こ

と

に

伴

い

、

当

該

世

帯

に

該

当

す

る

場

合

に

記

入

す

る

欄

と

し

て

、

「

特

例

対

象

個

人

に

係

る

事

項

等

」

が

新

設

さ

れ

て

い

る

。

　

な

お

、

こ

の

確

定

申

告

書

案

は

、

７

年

１

月

以

降

に

使

用

が

可

能

に

な

り

、

今

後

変

更

す

る

場

合

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　

総

務

省

は

６

月

�

日

、

松

本

剛

明

総

務

相

が

同

月

�

日

の

会

見

で

発

表

し

た

（

７

月

１

日

号

２

面

参

照

）

と

お

り

、

ふ

る

さ

と

納

税

で

ポ

イ

ン

ト

等

を

付

与

す

る

ポ

ー

タ

ル

サ

イ

ト

（

仲

介

）

事

業

者

等

を

通

じ

た

自

治

体

に

よ

る

寄

附

募

集

の

禁

止

等

を

目

的

に

、

ふ

る

さ

と

納

税

の

指

定

基

準

を

定

め

た

告

示

と

Ｑ

＆

Ａ

を

そ

れ

ぞ

れ

改

正

し

た

。

民

間

事

業

者

等

が

返

礼

品

等

を

強

調

し

た

宣

伝

広

告

を

行

う

こ

と

も

禁

止

す

る

。

ポ

イ

ン

ト

等

の

付

与

に

係

る

規

制

は

令

和

７

年

�

月

か

ら

、

同

規

制

以

外

は

６

年

�

月

か

ら

そ

れ

ぞ

れ

適

用

す

る

。

調書方式に対応した金融機関
（令和６年５月時点）

マイナンバー等

を記載する方式

金融機関名

対応を開始

する年　　

マイナンバー

を利用　　　

京都中央

信用金庫

令和６年

（４月～）

ｅ－Ｔａｘ利用者

識別番号を利用

埼玉縣

信用金庫

令和６年

　

日

本

税

理

士

会

連

合

会

（

太

田

直

樹

会

長

）

は

６

月

�

日

、

「

令

和

７

年

度

税

制

改

正

に

関

す

る

建

議

書

」

を

取

り

ま

と

め

公

表

し

た

。

日

税

連

で

は

建

議

に

当

た

っ

て

、

「

公

平

・

中

立

・

簡

素

」

の

３

要

素

の

重

要

性

を

踏

ま

え

な

が

ら

、

担

税

力

に

即

し

た

公

平

な

税

負

担

、

中

立

的

で

簡

素

な

税

制

な

ど

五

つ

の

視

点

を

柱

と

し

て

い

る

。

　

７

年

度

で

は

、

①

少

子

化

対

策

に

つ

い

て

、

税

制

面

で

の

検

討

を

行

う

こ

と

、

②

年

末

調

整

の

実

施

時

期

お

よ

び

所

得

税

の

確

定

申

告

期

間

を

拡

大

す

る

こ

と

、

③

役

員

給

与

税

制

に

つ

い

て

見

直

し

を

行

う

と

と

も

に

、

中

小

企

業

者

等

の

法

人

税

率

の

特

例

の

適

用

期

限

に

つ

い

て

延

長

す

る

こ

と

、

④

消

費

税

の

軽

減

税

率

制

度

を

廃

止

し

単

一

税

率

制

度

に

戻

し

、

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

導

入

に

伴

う

各

種

特

例

措

置

に

つ

い

て

適

用

期

限

を

延

長

す

る

こ

と

、

⑤

雑

損

控

除

の

適

用

に

つ

き

「

特

定

非

常

災

害

に

よ

り

生

じ

た

損

失

」

に

つ

い

て

は

、

控

除

の

順

番

を

見

直

す

と

と

も

に

、

繰

戻

還

付

制

度

を

創

設

す

る

こ

と

、

の

５

点

を

建

議

書

に

お

け

る

重

要

建

議

項

目

と

し

て

い

る

。

　

こ

の

う

ち

例

え

ば

①

で

は

、

年

少

扶

養

親

族

や

高

校

生

世

代

の

扶

養

親

族

に

係

る

所

得

控

除

と

給

付

等

と

の

併

用

な

ど

を

掲

げ

、

少

子

化

対

策

の

一

助

と

な

る

税

制

に

つ

い

て

検

討

を

行

う

べ

き

と

し

て

い

る

。

　

②

で

は

、

配

偶

者

や

扶

養

親

族

の

所

得

が

確

定

し

て

い

な

い

こ

と

に

よ

る

見

込

み

計

算

の

場

合

な

ど

、

一

旦

年

末

調

整

を

行

っ

た

も

の

の

、

翌

年

に

年

末

調

整

を

や

り

直

す

ケ

ー

ス

が

生

じ

る

こ

と

が

あ

る

と

指

摘

、

年

末

調

整

は

翌

年

１

月

末

ま

で

に

行

う

も

の

と

し

て

、

給

与

支

払

者

の

事

務

コ

ス

ト

を

軽

減

す

べ

き

と

し

て

い

る

。

　

④

で

は

、

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

の

導

入

に

伴

い

各

種

の

特

例

が

設

け

ら

れ

た

が

、

い

ず

れ

も

経

過

的

な

取

扱

い

と

な

っ

て

お

り

、

そ

れ

ぞ

れ

の

制

度

が

安

定

し

定

着

す

る

ま

で

の

間

、

適

用

期

限

の

延

長

が

検

討

さ

れ

る

べ

き

で

あ

る

と

し

て

、

小

規

模

事

業

者

に

係

る

税

額

控

除

に

関

す

る

経

過

措

置

（

２

割

特

例

）

は

極

め

て

小

規

模

な

事

業

者

の

事

務

負

担

を

軽

減

す

る

措

置

と

し

て

有

効

で

あ

り

、

８

年

９

月

�

日

と

さ

れ

て

い

る

期

限

に

つ

い

て

延

長

が

検

討

さ

れ

る

べ

き

、

ま

た

、

免

税

事

業

者

等

か

ら

の

課

税

仕

入

れ

に

係

る

経

過

措

置

（

８

割

特

例

）

は

適

格

請

求

書

等

の

登

録

を

し

て

い

な

い

事

業

者

の

取

引

排

除

の

最

小

化

と

い

う

公

正

な

取

引

を

確

保

す

る

見

地

か

ら

有

効

で

あ

り

、

８

年

９

月

�

日

と

さ

れ

て

い

る

期

限

に

つ

い

て

延

長

が

検

討

さ

れ

る

べ

き

、

な

ど

と

建

議

し

て

い

る

。

　

⑤

で

は

、

大

規

模

な

災

害

が

生

じ

た

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

都

度

特

例

的

取

扱

い

を

行

う

の

で

は

適

時

の

対

応

が

困

難

に

な

る

こ

と

か

ら

、

災

害

が

生

じ

た

年

分

の

純

損

失

額

の

繰

戻

し

に

よ

る

還

付

を

可

能

と

す

る

恒

久

的

な

措

置

等

を

検

討

す

べ

き

と

し

て

い

る

。

　

建

議

書

は

例

年

、

関

係

機

関

へ

提

出

し

て

い

る

。

　

令

和

６

年

分

以

降

の

所

得

税

等

の

申

告

等

か

ら

、

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

の

適

用

に

係

る

手

続

に

つ

い

て

、

こ

れ

ま

で

の

納

税

者

が

年

末

残

高

証

明

書

を

税

務

署

等

に

提

出

す

る

「

証

明

書

方

式

」

か

ら

、

金

融

機

関

が

税

務

署

に

年

末

残

高

調

書

を

提

出

す

る

「

調

書

方

式

」

と

す

る

運

用

が

始

ま

る

（

３

月

�

日

号

２

面

参

照

）

。

　

６

年

１

月

１

日

以

降

に

居

住

を

開

始

し

た

者

に

つ

い

て

、

対

応

が

完

了

し

た

金

融

機

関

等

か

ら

、

順

次

、

調

書

方

式

に

移

行

す

る

と

さ

れ

て

お

り

、

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

お

い

て

、

対

応

が

完

了

し

た

金

融

機

関

が

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

掲

載

さ

れ

る

の

は

公

表

に

同

意

し

た

金

融

機

関

と

な

っ

て

お

り

、

６

年

５

月

時

点

と

し

て

二

つ

の

金

融

機

関

が

掲

載

さ

れ

て

い

る

（

表

参

照

）

。

　

納

税

者

は

、

今

回

の

手

続

の

変

更

に

伴

い

、

調

書

方

式

に

対

応

し

た

金

融

機

関

か

ら

の

借

入

れ

に

つ

い

て

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

の

適

用

を

受

け

る

場

合

、

金

融

機

関

に

「

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

の

適

用

申

請

書

」

を

提

出

す

る

必

要

が

あ

る

。

　

国

税

庁

は

６

月

�

日

、

電

子

帳

簿

保

存

法

一

問

一

答

（

Ｑ

＆

Ａ

）

を

改

訂

し

た

。

電

子

帳

簿

・

電

子

書

類

関

係

、

ス

キ

ャ

ナ

保

存

関

係

、

電

子

取

引

関

係

の

三

つ

の

Ｑ

＆

Ａ

す

べ

て

に

変

更

が

加

え

ら

れ

た

。

　

こ

の

う

ち

、

電

子

帳

簿

・

電

子

書

類

関

係

と

ス

キ

ャ

ナ

保

存

関

係

の

改

訂

で

は

追

加

の

問

答

は

な

く

、

文

言

の

修

正

等

の

み

だ

っ

た

。

　

ま

た

、

六

つ

の

問

答

が

追

加

さ

れ

た

電

子

取

引

関

係

の

改

訂

で

は

、

前

回

の

Ｑ

＆

Ａ

の

改

訂

後

に

寄

せ

ら

れ

た

質

問

を

ま

と

め

た

「

お

問

合

せ

の

多

い

ご

質

問

」

の

内

容

と

、

４

月

�

日

に

大

阪

国

税

局

が

公

表

し

た

電

子

取

引

関

係

の

文

書

回

答

（

５

月

�

日

号

３

面

参

照

）

の

内

容

が

そ

れ

ぞ

れ

反

映

さ

れ

て

い

る

。

　

ポ

イ

ン

ト

等

に

係

る

規

制

で

は

、

告

示

の

改

正

に

よ

り

寄

附

に

伴

っ

て

寄

附

者

に

金

銭

そ

の

他

の

経

済

的

利

益

（

通

常

の

商

取

引

に

係

る

決

済

に

伴

っ

て

提

供

さ

れ

る

も

の

に

相

当

す

る

も

の

を

除

く

）

を

提

供

す

る

者

（

第

三

者

を

通

じ

て

提

供

す

る

者

を

含

む

）

を

通

じ

た

ふ

る

さ

と

納

税

の

募

集

を

禁

止

す

る

。

通

常

の

商

取

引

に

係

る

決

済

に

伴

っ

て

提

供

さ

れ

る

も

の

に

相

当

す

る

も

の

を

除

く

と

し

て

い

る

の

で

、

例

え

ば

通

常

の

ク

レ

ジ

ッ

ト

カ

ー

ド

で

の

支

払

で

貯

ま

る

ポ

イ

ン

ト

は

規

制

対

象

と

は

な

ら

な

い

。

　

た

だ

、

仲

介

サ

イ

ト

か

ら

寄

附

に

付

随

し

て

ポ

イ

ン

ト

が

付

与

さ

れ

る

場

合

の

ほ

か

、

ポ

イ

ン

ト

サ

イ

ト

等

を

経

由

し

て

仲

介

サ

イ

ト

に

移

動

し

、

寄

附

を

行

っ

た

際

に

ポ

イ

ン

ト

サ

イ

ト

等

か

ら

ポ

イ

ン

ト

が

付

与

さ

れ

る

場

合

や

ク

レ

ジ

ッ

ト

カ

ー

ド

会

社

が

ふ

る

さ

と

納

税

に

係

る

寄

附

だ

け

追

加

的

に

ポ

イ

ン

ト

を

付

与

す

る

場

合

な

ど

は

規

制

の

対

象

と

な

る

。

　

ま

た

、

返

礼

品

の

地

場

産

品

基

準

（

返

礼

品

を

地

場

産

品

と

す

る

こ

と

を

定

め

る

基

準

）

に

関

連

し

、

区

域

内

で

は

製

品

の

企

画

立

案

等

し

か

し

て

お

ら

ず

、

製

造

地

は

区

域

外

と

い

っ

た

よ

う

な

こ

と

が

あ

る

。

こ

う

し

た

こ

と

に

対

応

し

、

返

礼

品

と

す

る

に

は

製

品

の

価

値

の

過

半

が

区

域

内

で

生

じ

て

い

る

旨

の

証

明

が

製

造

業

者

に

よ

っ

て

な

さ

れ

た

も

の

に

限

定

す

る

こ

と

と

し

た

。

　

あ

わ

せ

て

、

全

国

展

開

し

て

い

る

宿

泊

施

設

や

飲

食

店

の

利

用

券

等

、

返

礼

品

を

提

供

す

る

自

治

体

と

の

関

連

性

が

希

薄

な

も

の

が

返

礼

品

と

な

っ

て

い

る

実

態

を

受

け

て

、

宿

泊

は

同

一

県

内

展

開

の

宿

泊

施

設

を

対

象

と

す

る

も

の

に

限

定

。

地

域

と

の

関

連

性

が

希

薄

な

役

務

は

対

象

外

で

あ

る

こ

と

の

明

確

化

も

行

う

。

そ

の

上

で

、

１

人

１

泊

５

万

円

を

超

え

る

宿

泊

や

甚

大

な

災

害

の

被

災

地

で

の

宿

泊

（

発

災

の

次

の

指

定

期

間

）

を

対

象

外

と

す

る

。

　

こ

の

ほ

か

、

返

礼

品

と

し

て

提

供

さ

れ

る

食

品

の

産

地

偽

装

が

複

数

の

自

治

体

で

表

面

化

し

た

た

め

、

食

品

の

産

地

の

適

正

な

表

示

の

確

保

を

目

的

に

、

自

治

体

が

こ

う

し

た

点

の

調

査

等

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

旨

を

返

礼

品

等

の

提

供

事

業

者

と

の

契

約

に

定

め

る

こ

と

な

ど

も

告

示

に

明

記

し

た

。

　

な

お

、

今

回

の

告

示

等

の

改

正

へ

の

反

応

の

一

つ

と

し

て

、

仲

介

サ

イ

ト

大

手

の

楽

天

は

、

ポ

イ

ン

ト

付

与

禁

止

に

つ

い

て

「

地

方

自

治

体

と

民

間

の

協

力

、

連

携

体

制

を

否

定

す

る

も

の

」

「

地

方

の

活

性

化

と

い

う

政

府

の

方

針

に

も

大

き

く

矛

盾

」

す

る

な

ど

と

し

、

改

正

告

示

の

撤

回

を

求

め

る

旨

の

声

明

を

発

表

し

て

い

る

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

令

和

５

年

度

に

お

け

る

「

再

調

査

の

請

求

お

よ

び

訴

訟

の

概

要

」

を

、

ま

た

、

国

税

不

服

審

判

所

は

同

年

度

の

「

審

査

請

求

の

概

要

」

を

公

表

し

た

。

「

再

調

査

の

請

求

」

の

発

生

件

数

は

、

令

和

に

入

り

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

の

影

響

や

直

接

請

求

の

増

加

に

よ

り

減

少

し

て

い

た

が

、

前

年

度

比

�

・

７

％

増

の

２

４

９

４

件

と

大

幅

に

増

加

し

た

。

こ

れ

は

、

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

が

収

束

し

、

再

調

査

の

請

求

が

活

発

に

な

っ

た

こ

と

と

、

１

人

で

２

０

０

件

の

再

調

査

の

請

求

を

行

う

ケ

ー

ス

も

あ

る

こ

と

な

ど

に

よ

る

。

　

一

般

社

団

法

人

全

国

青

色

申

告

会

総

連

合

（

伊

藤

升

吾

会

長

）

は

６

月

�

日

、

都

内

の

ホ

テ

ル

ニ

ュ

ー

オ

ー

タ

ニ

で

総

会

と

フ

ォ

ー

ラ

ム

、

懇

親

パ

ー

テ

ィ

ー

を

開

い

た

。

来

賓

に

は

、

住

澤

整

国

税

庁

長

官

ら

が

招

か

れ

た

。

　

フ

ォ

ー

ラ

ム

の

講

師

に

は

、

興

福

寺

副

貫

主

の

夛

川

良

俊

師

が

招

か

れ

、

「

興

福

寺

五

重

塔

の

変

遷

」

と

題

し

て

講

演

し

た

＝

写

真

。

　

懇

親

パ

ー

テ

ィ

ー

で

伊

藤

会

長

は

、

「

個

人

事

業

者

の

経

営

環

境

整

備

に

向

け

た

税

制

改

正

・

社

会

保

障

制

度

改

革

の

た

め

の

運

動

に

、

精

力

的

に

取

り

組

ん

で

ま

い

り

ま

す

」

と

あ

い

さ

つ

し

、

ま

た

、

フ

リ

ー

ラ

ン

ス

協

会

と

の

提

携

が

成

立

し

た

こ

と

に

触

れ

、

関

係

官

庁

を

は

じ

め

、

各

種

団

体

等

と

協

調

を

図

っ

て

活

動

し

て

い

く

こ

と

、

会

員

企

業

の

デ

ジ

タ

ル

化

を

推

進

す

る

た

め

、

会

計

ソ

フ

ト

「

ブ

ル

ー

リ

タ

ー

ン

Ａ

」

の

普

及

拡

大

と

ク

ラ

ウ

ド

化

の

準

備

を

進

め

て

い

く

、

な

ど

と

語

っ

た

。

　

国

税

庁

は

６

月

�

日

、

令

和

６

年

度

（

第

�

回

）

税

理

士

試

験

受

験

申

込

者

数

を

発

表

し

た

。

そ

れ

に

よ

る

と

、

同

年

度

の

受

験

申

込

者

数

は

昨

年

度

よ

り

２

６

６

３

人

多

い

４

万

３

９

１

９

人

で

、

２

年

連

続

で

４

万

人

台

を

記

録

し

た

。

　

税

理

士

試

験

を

巡

っ

て

は

、

４

年

度

の

税

理

士

制

度

の

見

直

し

に

よ

り

、

会

計

学

科

目

（

簿

記

論

・

財

務

諸

表

論

）

に

つ

い

て

、

受

験

資

格

を

撤

廃

す

る

な

ど

の

受

験

資

格

要

件

が

変

更

さ

れ

、

５

年

度

の

試

験

か

ら

施

行

さ

れ

て

い

た

。

　

こ

の

見

直

し

の

影

響

か

ら

か

、

平

成

�

年

度

か

ら

４

年

度

ま

で

、

３

万

５

０

０

０

～

３

万

８

０

０

０

人

程

度

で

推

移

し

て

き

た

受

験

者

数

が

、

５

年

度

に

は

４

万

１

２

５

６

人

ま

で

増

加

し

て

い

た

。

　

受

験

者

数

の

増

加

で

、

多

様

な

人

材

の

確

保

と

い

う

受

験

資

格

要

件

の

見

直

し

の

目

的

が

実

現

で

き

る

の

か

注

目

さ

れ

る

。

　

コ

ロ

ナ

禍

の

影

響

も

あ

っ

て

か

、

令

和

２

年

度

か

ら

４

年

度

に

か

け

て

大

幅

に

減

少

し

て

い

た

税

理

士

・

税

理

士

法

人

に

対

す

る

懲

戒

処

分

等

の

件

数

が

こ

こ

に

き

て

急

増

し

て

い

る

。

税

理

士

等

に

対

す

る

懲

戒

処

分

等

は

平

成

�

年

度

に

過

去

最

多

と

な

る

�

件

を

記

録

。

そ

の

後

、

�

件

台

後

半

～

�

件

台

で

推

移

し

て

き

た

が

、

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

の

感

染

拡

大

を

受

け

て

か

２

年

度

、

３

年

度

は

�

件

台

に

ま

で

低

下

。

４

年

度

は

�

件

ま

で

減

少

し

た

。

こ

れ

が

５

年

度

は

�

件

に

ま

で

増

え

、

６

年

度

は

先

に

公

表

さ

れ

た

上

半

期

分

（

通

常

、

年

２

回

公

表

）

だ

け

で

も

�

件

に

上

っ

て

お

り

、

こ

の

ペ

ー

ス

で

い

く

と

、

�

年

度

の

数

値

を

更

新

し

か

ね

な

い

状

況

に

あ

る

（

年

度

は

会

計

年

度

ベ

ー

ス

）

。

　

６

年

度

上

半

期

公

表

分

は

５

月

�

日

開

催

の

国

税

審

議

会

税

理

士

分

科

会

で

懲

戒

処

分

を

行

う

こ

と

が

相

当

と

決

定

さ

れ

、

６

月

�

日

付

の

官

報

で

処

分

内

容

等

の

公

告

が

行

わ

れ

た

。

　

国

税

庁

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

は

、

今

回

明

ら

か

と

な

っ

た

�

件

（

税

理

士

�

人

）

の

処

分

内

容

や

処

分

の

内

容

と

な

っ

た

行

為

ま

た

は

事

実

の

概

要

が

示

さ

れ

て

お

り

、

同

行

為

等

を

多

い

順

に

並

べ

る

と

、

信

用

失

墜

行

為

（

多

額

か

つ

反

職

業

倫

理

的

な

自

己

申

告

漏

れ

）

が

�

人

、

帳

簿

作

成

義

務

違

反

が

�

人

、

故

意

に

よ

る

不

真

正

税

務

書

類

の

作

成

が

�

人

、

非

税

理

士

に

対

す

る

名

義

貸

し

が

５

人

、

信

用

失

墜

行

為

（

業

務

け

怠

）

、

過

失

に

よ

る

不

真

正

税

務

書

類

の

作

成

が

各

３

人

、

信

用

失

墜

行

為

（

源

泉

所

得

税

の

未

納

）

が

２

人

、

業

務

停

止

処

分

違

反

、

信

用

失

墜

行

為

（

自

己

脱

税

）

、

信

用

失

墜

行

為

（

そ

の

他

反

職

業

倫

理

的

行

為

）

、

税

理

士

業

務

を

停

止

さ

れ

て

い

る

税

理

士

へ

の

名

義

貸

し

が

各

１

人

だ

っ

た

（

１

人

で

複

数

の

行

為

等

を

し

た

者

が

い

る

た

め

、

合

計

は

�

人

と

な

ら

な

い

）

。

　

つ

い

先

日

も

税

理

士

が

税

務

顧

問

契

約

を

結

ぶ

法

律

事

務

所

の

弁

護

士

複

数

人

か

ら

お

金

を

だ

ま

し

取

っ

た

と

し

て

、

詐

欺

の

疑

い

で

逮

捕

さ

れ

た

と

の

報

道

が

あ

っ

た

。

　

こ

れ

を

受

け

て

、

日

本

税

理

士

会

連

合

会

の

太

田

直

樹

会

長

が

「

当

該

行

為

は

、

国

民

・

納

税

者

の

皆

様

の

税

理

士

及

び

税

理

士

制

度

に

対

す

る

信

頼

を

著

し

く

損

な

う

も

の

で

あ

り

、

極

め

て

遺

憾

」

と

し

、

「

全

国

の

税

理

士

に

対

し

、

改

め

て

、

適

正

な

業

務

の

遂

行

、

法

令

遵

守

の

徹

底

を

指

導

し

て

ま

い

り

ま

す

」

と

の

コ

メ

ン

ト

を

発

表

し

て

い

た

が

、

そ

の

コ

メ

ン

ト

通

り

、

適

正

な

業

務

の

遂

行

と

法

令

遵

守

の

徹

底

が

求

め

ら

れ

て

い

る

。

再

調

査

の

請

求

　

再

調

査

の

請

求

の

件

数

は

、

税

目

・

年

分

ご

と

に

カ

ウ

ン

ト

し

て

お

り

、

例

え

ば

１

年

分

の

申

告

所

得

税

お

よ

び

復

興

特

別

所

得

税

の

更

正

処

分

取

消

と

、

重

加

算

税

賦

課

決

定

取

消

の

請

求

が

さ

れ

た

場

合

、

４

件

と

な

る

。

再

調

査

請

求

人

ベ

ー

ス

で

見

る

と

、

約

３

０

０

件

（

前

年

度

も

ほ

ぼ

同

数

）

だ

っ

た

。

　

処

理

件

数

は

、

同

�

・

１

％

増

の

２

２

７

８

件

と

増

加

。

再

調

査

の

請

求

の

標

準

審

理

期

間

３

カ

月

以

内

の

処

理

件

数

割

合

（

相

互

協

議

事

案

、

公

訴

関

連

事

案

お

よ

び

国

際

課

税

事

案

な

ど

を

除

く

）

は

、

同

１

・

３

㌽

減

の

�

・

２

％

と

な

っ

て

い

る

。

こ

の

う

ち

、

納

税

者

の

主

張

が

何

ら

か

の

形

で

認

容

さ

れ

た

件

数

は

、

前

年

度

の

２

・

３

倍

の

１

４

９

件

（

全

部

認

容

９

件

、

一

部

認

容

１

４

０

件

）

で

、

認

容

割

合

は

、

過

去

最

少

だ

っ

た

前

年

度

よ

り

１

・

９

㌽

増

の

６

・

５

％

（

全

部

認

容

０

・

４

％

、

一

部

認

容

６

・

１

％

）

だ

っ

た

。

　

審

査

請

求

　

　

国

税

不

服

審

判

所

の

審

査

請

求

の

発

生

件

数

は

、

同

�

・

１

％

増

の

３

９

１

７

件

（

税

目

・

年

分

ご

と

に

カ

ウ

ン

ト

）

と

増

加

し

、

過

去

�

年

間

で

最

多

だ

っ

た

。

審

査

請

求

人

ベ

ー

ス

で

見

る

と

、

約

５

７

０

人

と

な

っ

て

い

る

。

　

発

生

件

数

う

ち

、

再

調

査

の

請

求

を

経

ず

に

直

接

審

査

請

求

を

行

っ

た

件

数

も

同

�

・

１

％

増

の

２

５

７

４

件

で

、

過

去

最

多

だ

っ

た

。

発

生

件

数

に

占

め

る

直

接

審

査

請

求

の

割

合

は

、

同

７

・

４

㌽

減

の

�

・

７

％

。

発

生

件

数

、

直

接

審

査

請

求

件

数

の

増

加

要

因

は

、

再

調

査

の

請

求

と

同

様

だ

。

　

審

査

請

求

の

処

理

件

数

は

、

同

９

・

１

％

減

の

２

８

７

３

件

。

審

査

請

求

の

標

準

審

理

期

間

１

年

以

内

の

処

理

件

数

割

合

（

相

互

協

議

事

案

、

公

訴

関

連

事

案

な

ど

を

除

く

）

は

、

同

３

・

７

㌽

増

の

�

・

１

％

だ

っ

た

。

こ

の

う

ち

、

納

税

者

の

主

張

が

何

ら

か

の

形

で

認

容

さ

れ

た

件

数

は

、

同

�

％

増

の

２

７

９

件

（

全

部

認

容

１

４

０

件

、

一

部

認

容

１

３

９

件

）

で

、

認

容

割

合

は

、

過

去

最

少

だ

っ

た

前

年

度

よ

り

２

・

６

㌽

増

の

９

・

７

％

（

全

部

認

容

４

・

９

％

、

一

部

認

容

４

・

８

％

）

と

な

っ

て

い

る

。

　

認

容

件

数

２

７

９

件

の

内

訳

は

、

申

告

所

得

税

等

�

件

、

源

泉

所

得

税

等

９

件

、

法

人

税

等

�

件

、

相

続

税

・

贈

与

税

８

件

、

消

費

税

等

�

件

と

だ

っ

た

。

　

　

訴

訟

　

　

　

訴

訟

件

数

は

、

同

９

・

２

％

増

の

１

８

９

件

（

事

件

番

号

ベ

ー

ス

で

カ

ウ

ン

ト

）

。

こ

の

う

ち

、

新

規

（

第

一

審

）

発

生

件

数

は

前

年

度

よ

り

６

件

増

の

１

０

５

件

だ

っ

た

。

　

終

結

件

数

は

同

７

・

６

％

減

の

１

７

２

件

で

、

こ

の

う

ち

国

側

が

敗

訴

し

た

も

の

は

�

件

（

全

部

敗

訴

５

件

、

一

部

敗

訴

８

件

）

で

、

そ

の

割

合

は

同

２

・

２

㌽

増

の

７

・

６

％

（

全

部

敗

訴

２

・

９

％

、

一

部

敗

訴

４

・

７

％

）

だ

っ

た

。

　

敗

訴

�

件

の

内

訳

は

、

所

得

税

３

件

（

全

部

１

件

、

一

部

２

件

）

、

法

人

税

６

件

（

全

部

２

件

、

一

部

４

件

）

、

相

続

・

贈

与

税

２

件

（

全

部

１

件

、

一

部

１

件

）

消

費

税

１

件

（

全

部

）

、

印

紙

税

１

件

と

な

っ

て

い

る

。

審

級

別

で

見

る

と

、

第

１

審

が

�

件

（

所

得

税

２

件

、

法

人

税

６

件

、

相

続

税

１

件

、

贈

与

税

１

件

、

消

費

税

１

件

）

、

控

訴

審

が

２

件

（

所

得

税

１

件

、

印

紙

税

１

件

）

と

な

っ

て

い

る

。

な

お

、

敗

訴

�

件

の

う

ち

６

件

は

上

級

審

で

係

属

中

だ

（

控

訴

４

件

、

上

告

２

件

）

。

（４）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　

去

る

３

月

�

日

、

日

本

税

理

士

会

連

合

会

（

日

税

連

）

税

制

審

議

会

か

ら

、

「

少

子

化

社

会

に

お

け

る

税

制

の

あ

り

方

に

つ

い

て

」

（

答

申

）

が

公

表

さ

れ

た

。

同

審

議

会

に

は

、

私

自

身

、

�

年

余

り

特

別

委

員

と

し

て

務

め

さ

せ

て

い

た

だ

い

て

い

る

の

で

、

毎

年

、

答

申

を

楽

し

み

に

し

て

お

り

、

今

年

の

テ

ー

マ

は

関

心

も

あ

っ

た

の

で

熟

読

さ

せ

て

い

た

だ

い

た

。

　

少

子

化

問

題

に

つ

い

て

は

、

長

年

、

出

生

率

が

低

下

し

、

い

ず

れ

は

日

本

民

族

が

滅

亡

す

る

こ

と

が

予

測

さ

れ

る

と

こ

ろ

ま

で

迫

っ

て

お

り

、

最

も

喫

緊

を

要

す

る

深

刻

な

問

題

で

あ

る

。

し

か

し

、

種

々

の

議

論

が

行

わ

れ

、

政

策

提

言

も

行

わ

れ

て

い

る

が

、

今

も

っ

て

有

効

な

施

策

が

行

わ

れ

て

い

な

い

の

も

事

実

で

あ

る

。

そ

の

た

め

、

現

政

権

に

お

い

て

も

、

児

童

手

当

の

増

額

等

が

実

施

さ

れ

つ

つ

あ

る

が

、

そ

の

政

策

効

果

も

覚

束

な

い

と

こ

ろ

が

あ

る

。

　

そ

も

そ

も

少

子

化

対

策

の

核

心

は

、

「

子

ど

も

を

増

や

す

こ

と

」

に

あ

る

が

、

そ

の

た

め

に

は

、

「

子

ど

も

を

産

み

育

て

る

」

こ

と

の

尊

厳

性

を

認

識

す

る

こ

と

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

戦

後

教

育

の

最

大

の

問

題

は

、

「

個

人

の

自

由

」

の

保

障

に

あ

っ

た

が

、

「

子

ど

も

を

産

み

育

て

る

」

こ

と

は

、

そ

の

自

由

を

最

も

犠

牲

に

す

る

こ

と

に

な

る

。

し

か

し

、

そ

の

犠

牲

よ

り

も

は

る

か

に

大

き

な

「

尊

さ

」

が

あ

る

は

ず

で

あ

る

。

そ

の

「

尊

さ

」

を

理

解

で

き

る

教

育

と

社

会

環

境

こ

そ

、

最

大

の

少

子

化

対

策

に

な

る

は

ず

で

あ

る

。

　

そ

の

た

め

、

そ

の

こ

と

を

税

制

で

サ

ポ

ー

ト

す

る

こ

と

は

、

お

の

ず

か

ら

限

界

が

あ

る

が

、

そ

れ

で

も

重

要

な

施

策

が

あ

る

は

ず

で

あ

る

。

そ

の

点

、

前

述

の

日

税

連

答

申

は

、

少

子

化

社

会

全

体

の

現

状

と

問

題

を

分

析

、

検

討

し

、

税

制

の

あ

り

方

全

体

を

提

言

し

て

い

る

。

そ

の

中

で

、

少

子

化

対

策

に

直

結

す

る

所

得

税

制

の

あ

り

方

に

つ

い

て

は

、

次

の

点

（

要

点

）

で

あ

る

。

○

課

税

単

位

の

あ

り

方

　

「

課

税

単

位

は

、

担

税

力

に

則

し

た

公

平

な

税

制

を

実

現

す

る

に

相

応

し

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

が

、

こ

れ

ま

で

見

た

よ

う

に

、

公

平

や

中

立

か

ら

の

ア

プ

ロ

ー

チ

は

一

様

で

は

な

く

、

諸

外

国

で

は

、

そ

の

時

代

の

社

会

情

勢

を

踏

ま

え

、

種

々

の

フ

ァ

ク

タ

ー

の

い

ず

れ

を

重

視

す

る

か

に

よ

っ

て

課

税

単

位

を

決

め

て

い

る

。

我

が

国

に

お

い

て

も

、

少

子

化

に

歯

止

め

を

か

け

る

税

制

を

構

築

す

る

と

い

う

観

点

か

ら

、

世

帯

単

位

課

税

の

導

入

を

検

討

す

る

必

要

が

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

＜

中

略

＞

例

え

ば

、

一

定

の

現

役

子

育

て

世

代

に

世

帯

単

位

課

税

の

選

択

を

認

め

る

と

い

っ

た

制

度

の

あ

り

方

を

検

討

す

る

必

要

が

あ

る

。

」

○

配

偶

者

控

除

の

あ

り

方

　

「

少

子

化

の

大

き

な

要

因

に

、

子

ど

も

の

養

育

に

か

か

る

経

済

的

負

担

の

問

題

が

あ

り

、

こ

れ

に

対

す

る

方

策

は

、

何

よ

り

も

子

育

て

世

帯

の

所

得

を

増

や

す

こ

と

で

あ

る

。

し

か

し

、

配

偶

者

が

パ

ー

ト

タ

イ

ム

労

働

を

し

て

い

る

世

帯

の

多

く

が

就

業

調

整

を

し

て

い

る

と

い

う

現

状

は

、

こ

の

方

策

の

障

壁

に

な

っ

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

。

し

た

が

っ

て

、

働

く

こ

と

を

希

望

す

る

者

が

修

業

調

整

を

意

識

す

る

こ

と

な

く

働

く

こ

と

の

で

き

る

環

境

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

。

と

こ

ろ

で

、

配

偶

者

控

除

及

び

配

偶

者

特

別

控

除

に

対

し

て

は

、

そ

の

存

在

が

既

婚

女

性

を

家

庭

内

に

留

め

、

女

性

の

社

会

進

出

を

阻

害

す

る

要

因

と

な

っ

て

い

る

と

の

批

判

が

あ

る

。

＜

中

略

＞

こ

れ

ら

の

問

題

を

解

決

す

る

た

め

に

、

税

制

に

お

い

て

は

配

偶

者

控

除

及

び

配

偶

者

特

別

控

除

を

廃

止

し

、

さ

ら

に

、

社

会

保

険

制

度

に

お

い

て

は

原

則

と

し

て

す

べ

て

の

被

雇

用

者

へ

の

社

会

保

険

の

適

用

を

検

討

す

べ

き

で

あ

る

。

」

○

扶

養

控

除

の

あ

り

方

　

「

扶

養

控

除

も

課

税

最

低

限

を

構

成

す

る

基

礎

的

な

人

的

控

除

で

あ

り

、

子

ど

も

を

対

象

と

す

る

給

付

と

税

制

上

の

人

的

控

除

は

本

質

的

に

異

な

る

も

の

で

あ

る

か

ら

、

児

童

手

当

等

の

給

付

を

理

由

に

、

扶

養

控

除

額

を

引

き

下

げ

る

こ

と

は

適

当

で

は

な

い

。

し

た

が

っ

て

、

扶

養

控

除

の

対

象

者

に

年

少

者

を

含

め

る

と

と

も

に

、

高

校

生

年

代

の

者

に

係

る

扶

養

控

除

の

額

に

つ

い

て

も

引

き

下

げ

る

べ

き

で

は

な

い

。

」

　

こ

の

答

申

で

は

、

前

述

の

３

点

の

ほ

か

、

医

療

費

控

除

、

給

付

付

き

税

額

控

除

、

雇

用

主

の

措

置

、

教

育

費

に

関

す

る

減

税

等

に

つ

い

て

も

提

言

し

て

い

る

が

、

そ

れ

ら

の

重

要

性

に

鑑

み

、

本

稿

で

の

紹

介

は

省

略

す

る

。

そ

の

上

で

、

右

の

３

点

に

つ

い

て

は

、

そ

れ

ぞ

れ

論

点

を

も

う

少

し

深

掘

り

し

、

そ

の

提

言

の

是

非

を

検

討

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

次

号

以

下

に

お

い

て

論

じ

る

こ

と

と

す

る

。

導入が簡便

インターネット環境があれば利用できるため、新

たにインフラ整備をする必要がなく、導入時の人

的負担やコストが大幅に削減できる。

管理が不要

クラウドサービスは提供者側で更新やメンテナンス

を行うため、自社内で保守管理する手間が生じない。

場所の制限

がない　　

インターネット環境があれば利用できるため、自社

内に限らず、外出先やリモートワークでも使用でき

る。また、スマートフォン等の携帯端末からでも一

定の利用ができるため、ポータビリティに優れる。

データ保全

の優位　　

クラウド上のサーバーへのデータ移管もできるた

め（自社サーバーとの共有も可能）、多重的なバ

ックアップができる。

　会計や税務、あるいはこれに関連する業務のデジタル化のた

めには、以前から利用されているオンプレミス（事業所内にサ

ーバーやアプリケーションを設置して運用する方式）なシステ

ムだけでなく、クラウドサービスの利用も重要になります。そ

こで、インターネットを介してアプリケーションを利用したり、

データの保存をしたりするクラウドサービスの内容や利点につ

いて検討しておきたいと思います。

　総務省が公表する「令和５年通信利用動向調査」によれば、

クラウドサービスを利用する企業の割合は７７．５％に達してお

り、その約９割近くが効果を実感しているとされています。毎

年のように利用者は増加傾向にあるため、現在ではより多くの

利用割合になっていると考えられます。またその利用内訳につ

いても、上位にはファイル保管・データ共有（データストレー

ジ）、電子メール、社内情報共有に続いて財務会計や給与のシ

ステムも入っており、会計・税務のデジタル化にとって切り離

せないサービスになってきているといえます。

　そのクラウドサービス利用のメリットとしては、右表のよう

なものが考えられます。

　反面、インターネット環境が必須であることや、システムの

カスタマイズに制限があること、サービスの利用状況やセキュ

リティについて、サービス提供者への依存度が高いということ

などはデメリットといえるかもしれません。また、クラウドサ

ービスへのアクセスは、例えばＩＤとパスワードの入力のみで

可能といったケースも多いことから、利用者とそのＩＤ管理の

徹底も必要となります。

　オンプレミスとクラウドサービスで、どちらかが圧倒的に優

位ということはありません。業務の内容や環境、人員やコスト

等を鑑みて、双方の利点を複合的に取り込み、より適したシス

テムの運用を検討することが重要だと考えられます。

　クラウドサービスでは、一定の期間、一定の容量、一定の機

能までであれば無料で使用できるようなケースも多くありま

す。こうしたサービスも利用しながら、最適と考えられるシス

テムの構築を検討してみて頂ければと思います。

（５） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

２

０

０

万

円

を

超

え

る

金

地

金

等

を

取

得

し

た

場

合

の

事

業

者

免

税

点

制

度

、

簡

易

課

税

制

度

の

適

用

の

制

限

、

一

の

免

税

事

業

者

等

か

ら

行

う

経

過

措

置

（

８

割

・

５

割

控

除

）

の

対

象

と

な

る

課

税

仕

入

れ

の

合

計

額

が

そ

の

年

又

は

事

業

年

度

で

税

込

�

億

円

を

超

え

る

場

合

に

経

過

措

置

の

適

用

対

象

外

と

す

る

措

置

、

仕

入

税

額

控

除

に

係

る

帳

簿

の

記

載

事

項

の

見

直

し

、

免

税

購

入

品

と

知

り

な

が

ら

行

っ

た

課

税

仕

入

れ

に

係

る

仕

入

税

額

控

除

の

制

限

な

ど

令

和

６

年

度

税

制

改

正

に

加

え

、

消

費

税

法

基

本

通

達

、

消

費

税

経

理

通

達

を

始

め

と

し

た

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

の

施

行

に

伴

う

見

直

し

を

踏

ま

え

た

最

新

版

。

　

新

設

の

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

ー

ム

課

税

の

項

目

で

は

、

デ

ジ

タ

ル

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

ー

ム

や

特

定

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

ー

ム

事

業

者

の

要

件

・

指

定

や

そ

の

公

表

・

通

知

に

加

え

、

本

制

度

の

対

象

と

な

ら

な

い

場

合

な

ど

を

盛

り

込

む

。

　

ま

た

、

特

定

新

規

設

立

法

人

の

納

税

義

務

の

免

除

の

特

例

に

お

け

る

判

定

対

象

者

に

係

る

金

額

基

準

の

見

直

し

、

外

国

法

人

が

国

内

に

お

い

て

事

業

を

開

始

し

た

場

合

の

納

税

義

務

の

免

除

の

特

例

の

見

直

し

な

ど

の

制

度

改

正

に

も

対

応

。

　

Ｂ

５

判

、

７

２

０

ペ

ー

ジ

。

定

価

３

５

２

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

病

院

へ

通

院

す

る

た

め

に

要

し

た

自

家

用

車

の

ガ

ソ

リ

ン

代

、

高

速

道

路

利

用

料

金

な

ど

を

医

療

費

控

除

の

対

象

と

な

る

医

療

費

に

は

該

当

し

な

い

と

し

た

事

例

　

審

査

請

求

人

は

所

得

税

等

の

確

定

申

告

を

し

た

後

、

病

院

へ

通

う

た

め

に

要

し

た

と

す

る

自

家

用

車

の

ガ

ソ

リ

ン

代

、

高

速

道

路

利

用

料

金

、

駐

車

場

利

用

料

金

が

医

療

費

控

除

の

対

象

と

な

る

医

療

費

に

含

ま

れ

て

い

な

か

っ

た

と

し

て

更

正

の

請

求

を

し

た

。

こ

れ

に

対

し

、

原

処

分

庁

が

ガ

ソ

リ

ン

代

等

は

医

療

費

控

除

の

対

象

と

な

る

医

療

費

に

該

当

し

な

い

と

し

て

更

正

を

す

べ

き

理

由

が

な

い

旨

の

通

知

処

分

を

し

た

た

め

、

請

求

人

が

処

分

の

取

消

し

を

求

め

て

い

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

、

ガ

ソ

リ

ン

代

等

は

所

得

税

法

施

行

令

２

０

７

条

３

号

に

掲

げ

る

病

院

、

診

療

所

ま

た

は

助

産

所

へ

収

容

さ

れ

る

た

め

の

人

的

役

務

の

提

供

の

対

価

と

は

認

め

ら

れ

な

い

な

ど

と

し

て

、

処

分

は

適

法

だ

っ

た

と

判

断

し

た

（

令

和

５

年

�

月

６

日

付

、

公

表

裁

決

）

。

事

案

の

概

要

　

請

求

人

は

平

成

�

年

分

、

令

和

元

年

分

、

２

年

分

の

所

得

税

等

に

つ

い

て

、

そ

れ

ぞ

れ

青

色

の

確

定

申

告

書

で

い

ず

れ

も

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

申

告

し

た

。

な

お

、

請

求

人

は

病

院

へ

通

院

す

る

た

め

に

要

し

た

と

す

る

自

家

用

車

の

ガ

ソ

リ

ン

代

、

高

速

道

路

利

用

料

金

、

駐

車

場

利

用

料

金

（

本

件

ガ

ソ

リ

ン

代

等

）

を

請

求

人

が

算

定

し

た

各

年

分

の

医

療

費

控

除

の

対

象

と

な

る

医

療

費

の

金

額

に

含

め

て

い

な

か

っ

た

。

ガ

ソ

リ

ン

代

等

の

合

計

額

は

そ

れ

ぞ

れ

�

年

分

が

７

万

３

３

３

８

円

、

元

年

分

が

４

万

２

４

９

０

円

、

２

年

分

が

４

万

１

１

１

１

円

だ

っ

た

。

　

請

求

人

は

各

年

分

の

医

療

費

控

除

の

対

象

と

な

る

医

療

費

の

金

額

に

本

件

ガ

ソ

リ

ン

代

等

の

合

計

の

金

額

が

含

ま

れ

て

い

な

か

っ

た

と

し

て

、

各

年

分

の

所

得

税

等

に

つ

い

て

、

そ

れ

ぞ

れ

医

療

費

控

除

の

額

お

よ

び

所

得

税

等

の

還

付

金

の

額

に

相

当

す

る

税

額

を

記

載

し

て

更

正

の

請

求

を

し

た

。

原

処

分

庁

は

各

更

正

の

請

求

に

対

し

、

４

年

６

月

�

日

付

で

更

正

を

す

べ

き

理

由

が

な

い

旨

の

各

通

知

処

分

を

し

た

。

　

争

点

は

、

本

件

ガ

ソ

リ

ン

代

等

が

医

療

費

控

除

の

対

象

と

な

る

医

療

費

に

該

当

す

る

か

否

か

。

具

体

的

に

は

、

所

得

税

基

本

通

達

�

―

３

《

控

除

の

対

象

と

な

る

医

療

費

の

範

囲

》

に

い

う

通

院

費

に

該

当

す

る

か

否

か

。

請

求

人

の

主

張

　

所

得

税

基

本

通

達

�

―

３

（

本

件

通

達

）

は

、

所

得

税

法

施

行

令

２

０

７

条

《

医

療

費

の

範

囲

》

１

号

に

掲

げ

る

医

師

ま

た

は

歯

科

医

師

に

よ

る

診

療

ま

た

は

治

療

の

対

価

に

は

、

そ

れ

に

付

随

ま

た

は

関

連

を

す

る

費

用

と

し

て

通

院

費

が

含

ま

れ

る

旨

を

明

ら

か

に

し

た

も

の

で

あ

る

か

ら

、

本

件

ガ

ソ

リ

ン

代

等

も

医

師

等

に

よ

る

診

療

等

を

受

け

る

た

め

の

通

院

費

と

し

て

医

療

費

控

除

の

対

象

と

な

る

医

療

費

に

該

当

す

る

。

審

判

所

の

判

断

　

本

件

通

達

は

、

医

師

等

に

よ

る

診

療

等

を

受

け

る

た

め

直

接

必

要

な

費

用

に

つ

い

て

医

療

費

控

除

の

対

象

と

な

る

医

療

費

に

含

ま

れ

る

も

の

と

す

る

旨

の

取

扱

い

を

定

め

て

い

る

。

こ

の

よ

う

な

取

扱

い

は

、

社

会

保

険

制

度

の

充

実

や

医

療

技

術

の

進

歩

に

伴

い

、

医

師

等

が

行

う

診

療

等

そ

れ

自

体

の

対

価

よ

り

も

、

こ

れ

に

付

随

な

い

し

関

連

す

る

費

用

の

負

担

の

方

が

重

く

な

っ

て

い

る

と

い

う

実

情

や

医

療

費

控

除

の

制

度

が

異

常

な

出

費

に

伴

う

担

税

力

の

減

殺

を

調

整

す

る

措

置

で

あ

る

と

い

う

趣

旨

を

踏

ま

え

、

医

師

等

に

よ

る

診

療

等

を

受

け

る

た

め

の

通

院

費

で

通

常

必

要

な

も

の

を

本

来

の

医

療

費

の

支

出

に

不

可

欠

な

一

定

の

付

随

的

費

用

と

し

て

医

療

費

に

含

め

た

も

の

で

、

本

件

通

達

の

取

扱

い

は

当

審

判

所

も

相

当

で

あ

る

と

認

め

る

。

　

も

っ

と

も

、

所

得

税

の

公

平

な

負

担

を

図

る

た

め

、

医

療

費

控

除

の

対

象

と

な

る

医

療

費

の

範

囲

は

所

得

税

法

�

条

２

項

お

よ

び

所

得

税

法

施

行

令

２

０

７

条

の

規

定

で

限

定

さ

れ

て

い

る

。

同

令

２

０

７

条

の

規

定

中

、

旅

費

や

交

通

費

で

医

療

費

控

除

の

対

象

と

さ

れ

て

い

る

の

は

同

条

３

号

に

掲

げ

る

病

院

、

診

療

所

ま

た

は

助

産

所

へ

収

容

さ

れ

る

た

め

の

人

的

役

務

の

提

供

の

対

価

に

限

ら

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

す

る

と

、

本

件

通

達

に

い

う

通

院

費

の

取

扱

い

は

、

あ

く

ま

で

同

号

の

解

釈

と

し

て

許

容

さ

れ

る

範

囲

内

に

限

る

も

の

と

解

す

る

こ

と

が

相

当

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て

、

本

件

通

達

に

い

う

通

院

費

は

人

的

役

務

の

提

供

の

対

価

に

限

ら

れ

る

と

解

す

る

の

が

相

当

で

あ

る

。

　

請

求

人

は

同

令

２

０

７

条

１

号

に

い

う

医

師

ま

た

は

歯

科

医

師

に

よ

る

診

療

ま

た

は

治

療

の

対

価

に

は

通

院

費

が

含

ま

れ

る

と

解

す

べ

き

旨

主

張

す

る

。

し

か

し

、

通

院

費

は

病

院

等

へ

往

復

す

る

た

め

の

旅

費

や

交

通

費

で

あ

っ

て

、

医

師

ま

た

は

歯

科

医

師

に

よ

る

診

療

行

為

ま

た

は

治

療

行

為

に

対

し

て

支

出

さ

れ

る

も

の

で

も

医

療

機

関

に

対

し

て

直

接

支

払

わ

れ

る

も

の

で

も

な

い

。

そ

し

て

、

法

令

が

医

療

費

控

除

の

対

象

と

な

る

医

療

費

の

範

囲

を

限

定

し

て

い

る

こ

と

に

照

ら

せ

ば

、

同

号

規

定

の

対

価

に

通

院

費

が

含

ま

れ

る

と

解

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

　

ま

た

、

請

求

人

は

法

人

で

あ

る

バ

ス

等

の

運

送

事

業

者

は

人

的

役

務

（

労

務

）

の

提

供

を

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

し

、

乗

務

員

の

人

的

役

務

（

労

務

）

の

提

供

先

は

運

送

事

業

者

で

あ

っ

て

利

用

者

で

は

な

い

こ

と

か

ら

す

れ

ば

、

人

的

役

務

の

提

供

の

対

価

に

該

当

す

る

通

院

費

を

観

念

す

る

こ

と

自

体

が

で

き

な

い

旨

も

主

張

す

る

。

た

だ

、

同

号

に

掲

げ

る

病

院

、

診

療

所

ま

た

は

助

産

所

へ

収

容

さ

れ

る

た

め

の

人

的

役

務

の

提

供

の

対

価

に

つ

い

て

は

、

例

え

ば

、

病

状

か

ら

み

て

急

を

要

す

る

場

合

に

タ

ク

シ

ー

を

利

用

し

て

入

院

し

た

と

き

の

タ

ク

シ

ー

代

な

ど

が

こ

れ

に

当

た

る

と

解

さ

れ

、

そ

う

す

る

と

、

病

院

等

へ

通

院

す

る

た

め

の

バ

ス

等

の

運

賃

等

も

同

号

の

解

釈

と

し

て

定

め

ら

れ

て

い

る

本

件

通

達

に

い

う

通

院

費

に

含

ま

れ

る

と

解

す

る

の

が

相

当

で

あ

る

。

　

そ

し

て

、

本

件

通

達

に

い

う

通

院

費

は

、

人

的

役

務

の

提

供

の

対

価

に

限

ら

れ

る

と

解

す

る

の

が

相

当

で

あ

る

と

こ

ろ

、

本

件

ガ

ソ

リ

ン

代

等

は

い

ず

れ

も

商

品

の

購

入

の

対

価

と

し

て

支

出

さ

れ

た

も

の

、

ま

た

は

設

備

も

し

く

は

施

設

等

の

利

用

の

対

価

と

し

て

支

出

さ

れ

た

も

の

に

す

ぎ

ず

、

人

的

役

務

の

提

供

の

対

価

と

は

い

え

な

い

も

の

で

あ

る

か

ら

、

本

件

通

達

に

い

う

通

院

費

に

該

当

し

な

い

と

認

め

ら

れ

る

。

（６）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　フリーランス保護法において

保護の対象となるフリーランス

は、「特定受託事業者」とされ

ています。

　この特定受託事業者の定義

は、「業務委託の相手方である

事業者であって、従業員を使用

しないもの」となっています。

企業に属さず個人で働く者だけ

でなく、従業員のいない法人（例

えば、一人社長）も対象となり

ます。

　また、業界や業種の限定もあ

りませんので、カメラマンやプ

ログラマーなどのように、フリ

ーランスとしてイメージのしや

すい職種だけでなく、税理士な

どの士業、一人親方と言われる

ような建築・建設現場の職人も

特定受託事業者に含まれます。

また、年齢制限もありませんの

で、高齢者も対象となります。

　従業員を使用しているか、使

用していないかは、組織として

の実態の有無が判断の基準にな

ります。組織であるかどうかに

ついては、ある程度継続的な雇

用関係が前提になってきますの

で、短時間、短期間のような一

時的に雇用される者は、組織と

しての実態を備えていることに

はならず、従業員には含まれな

いという整理がされています。

　具体的には、「従業員を使用」

とは、①１週間の所定労働時間

が�時間以上であり、かつ、②

継続して�日以上雇用されるこ

とが見込まれる労働者を雇用す

ることとなっています。

　紹介予定派遣として、①１週

間の所定労働時間が�時間以上

であり、かつ、②継続して�日

以上労働者派遣の役務の提供を

受けることが見込まれる派遣労

働者を受け入れる場合には、当

該派遣労働者を雇用していない

ものの、「従業員を使用」に該

当するとしています。

　一方、事業に同居親族のみを

使用している場合には、「従業

員を使用」に該当しないとして

います。

　フリーランス保護法において

規制の対象となる発注事業者

は、「特定業務委託事業者」と

されています。

　特定業務委託事業者の定義

は、「特定受託事業者に業務委託

をする事業者であって、従業員

を使用するもの」となっていま

す。これは、組織として事業を行

っていることを示すものです。

　下請法のように資本金区分の

設定はありませんので、下請法

では保護の対象となる中小企業

や小規模事業者も、フリーラン

ス保護法では規制の対象となる

特定業務委託事業者に含まれま

す。

　なお、特定受託事業者に業務

委託をする事業者であって、従

業員を使用しないものについて

は、「業務委託事業者」として

定義され、取引条件の明示義務

が課されます。つまり、フリー

ランスに業務委託をするフリー

ランスも、この義務の対象とな

ります。フリーランス間の取引

で課される義務は、この取引条

件の明示義務のみとなります。

　

語

学

の

学

び

に

欠

か

せ

な

い

の

が

辞

典

で

あ

る

。

法

学

の

場

合

は

ど

う

だ

ろ

う

？

　

法

学

部

に

入

学

し

た

の

は

、

ち

ょ

う

ど

�

年

ま

え

。

現

在

大

学

に

勤

務

し

て

い

る

の

で

、

法

学

部

の

新

入

生

に

ハ

ン

デ

ィ

な

六

法

と

法

律

用

語

の

辞

典

を

、

大

学

の

購

買

部

な

ど

が

セ

ッ

ト

で

販

売

し

て

い

る

こ

と

を

、

な

ん

と

な

く

知

っ

て

い

る

。

　

わ

た

し

も

法

学

部

に

入

学

し

た

と

き

に

、

六

法

と

法

律

用

語

の

辞

典

を

必

要

な

も

の

と

思

い

、

購

入

し

た

記

憶

が

あ

る

。

　

す

ぐ

の

検

索

が

で

き

な

っ

た

当

時

、

教

授

の

口

か

ら

放

た

れ

る

専

門

用

語

に

つ

い

て

い

け

な

か

っ

た

。

何

度

も

挫

折

し

そ

う

に

な

っ

た

。

い

ま

で

は

職

業

に

し

て

い

る

法

学

も

、

そ

の

道

の

り

は

初

学

者

に

は

と

て

も

険

し

く

感

じ

た

。

こ

ん

な

に

難

解

な

言

葉

を

使

い

ま

く

る

世

界

が

あ

る

の

か

と

衝

撃

を

覚

え

た

。

自

分

の

あ

た

ま

が

と

て

つ

も

な

く

わ

る

く

感

じ

、

落

ち

込

ん

だ

。

　

実

際

、

１

年

生

の

と

き

に

は

必

修

科

目

の

憲

法

の

単

位

を

落

と

し

、

２

年

生

で

は

民

法

（

債

権

各

論

）

の

単

位

を

落

と

し

た

。

大

学

卒

業

後

も

司

法

試

験

に

３

年

連

続

で

不

合

格

と

な

る

な

ど

、

挫

折

体

験

の

オ

ン

パ

レ

ー

ド

だ

っ

た

。

苦

難

を

与

え

続

け

ら

れ

た

の

が

、

法

学

な

の

で

あ

る

。

　

そ

れ

で

も

毎

日

六

法

を

読

み

１

日

�

時

間

の

勉

強

を

何

年

も

続

け

、

２

％

の

合

格

率

だ

っ

た

旧

司

法

試

験

に

４

回

目

の

受

験

で

合

格

し

た

。

そ

の

こ

ろ

に

、

法

律

用

語

の

辞

典

を

引

い

て

役

立

っ

た

と

い

う

印

象

は

、

ほ

と

ん

ど

な

い

。

大

学

生

の

こ

ろ

は

、

説

明

そ

の

も

の

が

ま

た

専

門

的

に

み

え

た

か

ら

だ

ろ

う

。

司

法

試

験

の

勉

強

で

も

法

律

用

語

の

辞

典

は

使

わ

な

か

っ

た

。

　

こ

う

し

た

経

験

か

ら

、

法

学

の

学

習

に

不

可

欠

な

の

は

、

条

文

、

判

例

、

体

系

書

で

あ

る

と

断

言

で

き

る

。

こ

れ

に

対

し

て

、

法

律

用

語

の

辞

典

が

法

学

学

習

に

必

須

と

い

う

話

は

、

聞

い

た

こ

と

が

な

い

。

　

弁

護

士

に

な

っ

て

か

ら

、

仕

事

と

し

て

税

法

に

か

か

わ

り

始

め

た

。

税

法

を

授

業

ほ

と

ん

な

ど

で

教

わ

っ

た

こ

と

が

殆

ど

な

く

、

独

学

で

や

っ

て

き

た

。

実

務

を

し

な

が

ら

、

税

法

の

六

法

、

判

例

百

選

、

金

子

租

税

法

し

ょ

う

り

ょ

う

な

ど

の

体

系

書

を

渉

猟

し

て

き

た

。

税

法

で

も

、

用

語

の

辞

典

を

引

く

習

慣

は

、

実

務

家

の

こ

ろ

に

は

な

か

っ

た

と

思

う

。

　

き

っ

か

け

は

、

じ

つ

は

ご

く

最

近

の

こ

と

で

あ

る

。

そ

の

機

会

は

、

地

方

税

も

含

め

た

税

金

を

網

羅

す

る

本

の

執

筆

を

考

え

た

と

き

に

、

遅

れ

ば

せ

な

が

ら

訪

れ

た

。

　

用

語

の

解

説

が

主

眼

で

な

い

体

系

書

で

は

、

事

項

索

引

を

使

っ

て

も

た

ど

り

着

け

な

い

こ

と

が

、

意

外

と

多

い

。

用

語

の

解

説

も

な

い

ま

ま

に

使

わ

れ

て

い

る

言

葉

も

普

通

に

あ

る

。

そ

れ

が

体

系

書

で

あ

る

。

　

『

税

法

用

語

辞

典

』

は

、

そ

ん

な

こ

と

が

ゆ

か

ら

歯

痒

い

想

い

に

至

っ

た

と

き

、

無

性

に

読

み

た

く

な

り

手

に

入

れ

た

。

知

ら

な

い

言

葉

が

税

法

に

は

、

ま

だ

あ

る

か

も

し

れ

な

い

。

知

っ

て

い

る

つ

も

り

で

、

誤

解

し

て

い

た

言

葉

も

あ

る

の

で

は

な

い

か

。

　

そ

の

世

界

を

知

っ

た

つ

も

り

に

な

っ

た

あ

と

に

、

よ

う

や

く

鋭

く

さ

さ

る

よ

う

に

な

る

。

そ

も

そ

も

、

そ

れ

が

辞

典

な

の

か

も

し

れ

な

い

。

ひ

も

解

け

ば

、

そ

こ

に

必

ず

発

見

が

あ

る

だ

ろ

う

。

　

多

く

を

分

か

っ

た

と

思

っ

た

先

に

、

よ

う

や

く

細

部

や

根

本

を

知

り

た

く

な

る

。

辞

典

は

、

こ

の

好

奇

心

に

答

え

て

く

れ

る

。

五

十

音

順

で

引

く

こ

と

が

で

き

る

。

基

本

か

ら

具

体

例

な

ど

も

確

認

で

き

る

。

（７） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

南

九

州

間

税

会

連

合

会

（

池

部

正

紀

会

長

）

は

６

月

�

日

、

鹿

児

島

市

で

第

�

回

通

常

総

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

全

国

間

税

会

総

連

合

会

の

役

員

や

南

九

州

４

県

内

の

各

間

税

会

の

役

員

と

会

員

、

来

賓

と

し

て

熊

本

国

税

局

の

初

谷

武

志

局

長

ら

幹

部

、

鹿

児

島

県

や

同

市

の

関

係

者

、

友

誼

団

体

の

代

表

な

ど

約

１

０

０

人

が

出

席

し

た

。

　

池

部

会

長

の

あ

い

さ

つ

に

続

き

、

令

和

６

年

度

事

業

計

画

の

重

点

施

策

と

し

て

▽

消

費

税

の

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

に

つ

い

て

の

研

修

会

の

実

施

▽

会

員

数

�

％

増

を

目

標

に

し

た

組

織

の

拡

大

・

強

化

と

財

政

の

確

立

▽

消

費

税

完

納

運

動

の

さ

ら

な

る

推

進

な

ど

を

決

議

し

た

。

　

総

会

後

に

は

、

初

谷

熊

本

局

長

が

「

間

税

会

と

の

連

携

・

協

調

（

消

費

税

法

の

基

礎

知

識

）

」

の

テ

ー

マ

で

記

念

講

演

を

行

っ

た

。

　

東

京

・

渋

谷

優

法

会

（

八

木

原

保

会

長

）

は

６

月

�

日

、

東

郷

記

念

館

で

第

�

回

通

常

総

会

を

開

催

し

た

。

総

会

に

は

、

渋

谷

税

務

署

の

板

倉

弘

至

署

長

を

は

じ

め

と

す

る

幹

部

職

員

な

ど

多

数

の

来

賓

が

出

席

し

た

。

　

議

事

で

は

、

令

和

６

年

度

の

事

業

計

画

案

や

収

支

予

算

案

な

ど

す

べ

て

の

議

案

が

承

認

さ

れ

た

。

　

ま

た

、

総

会

に

先

立

っ

て

フ

リ

ー

ア

ナ

ウ

ン

サ

ー

の

小

倉

淳

氏

が

「

伝

え

る

表

現

　

伝

わ

る

話

し

方

」

と

題

し

て

講

演

し

た

＝

写

真

。

小

倉

氏

は

、

プ

レ

ゼ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

に

お

い

て

大

事

な

要

素

は

言

葉

で

あ

る

と

し

て

、

具

体

的

に

は

①

大

き

な

声

で

話

す

、

②

ゆ

っ

く

り

は

っ

き

り

話

す

、

③

し

っ

か

り

目

線

を

配

っ

て

話

す

、

④

間

を

と

っ

て

話

す

、

⑤

笑

顔

で

ま

と

め

る

と

い

っ

た

こ

と

が

重

要

で

あ

る

と

語

っ

た

。

　

長

野

税

務

署

（

田

中

達

也

署

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

長

野

県

営

野

球

場

で

プ

ロ

野

球

Ｂ

Ｃ

リ

ー

グ

の

信

濃

グ

ラ

ン

セ

ロ

ー

ズ

を

運

営

す

る

長

野

市

の

㈱

長

野

県

民

球

団

（

竹

内

羊

一

代

表

取

締

役

）

に

署

長

感

謝

状

を

贈

呈

し

た

＝

写

真

。

　

長

野

県

民

球

団

は

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

使

用

し

た

ス

マ

ホ

申

告

体

験

や

税

の

啓

発

ポ

ス

タ

ー

の

作

成

、

ま

た

、

税

を

考

え

る

週

間

の

街

頭

広

報

と

い

っ

た

税

の

広

報

活

動

に

所

属

選

手

を

派

遣

す

る

な

ど

、

日

ご

ろ

か

ら

税

の

啓

発

活

動

に

協

力

し

て

お

り

、

署

長

感

謝

状

が

贈

呈

さ

れ

た

。

　

長

野

署

の

田

中

署

長

は

「

信

濃

グ

ラ

ン

セ

ロ

ー

ズ

の

選

手

を

派

遣

い

た

だ

い

た

こ

と

に

よ

り

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

を

は

じ

め

と

す

る

さ

ま

ざ

ま

な

広

報

を

効

果

的

に

行

う

こ

と

が

で

き

ま

し

た

」

と

感

謝

の

言

葉

を

述

べ

た

。

　

佐

賀

県

青

色

申

告

会

連

合

会

（

池

田

博

士

会

長

）

は

６

月

�

日

、

佐

賀

市

で

令

和

６

年

度

通

常

総

会

を

開

催

し

た

。

　

池

田

会

長

＝

写

真

＝

の

あ

い

さ

つ

に

続

き

、

令

和

６

年

度

事

業

計

画

と

し

て

①

会

勢

拡

大

、

②

税

制

政

策

活

動

の

推

進

、

③

会

計

ソ

フ

ト

「

ブ

ル

ー

リ

タ

ー

ン

Ａ

」

の

普

及

に

関

す

る

事

業

を

決

め

た

。

こ

の

う

ち

、

会

勢

拡

大

に

は

税

務

行

政

当

局

お

よ

び

商

工

団

体

と

の

連

携

強

化

に

よ

る

記

帳

説

明

会

や

決

算

説

明

会

の

共

同

開

催

等

を

通

じ

て

の

入

会

勧

奨

な

ど

を

あ

げ

て

い

る

。

　

福

岡

県

青

色

申

告

会

連

合

会

（

梅

原

祐

治

会

長

）

は

６

月

�

日

、

福

岡

市

で

令

和

６

年

度

定

時

総

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

県

下

各

単

位

会

の

役

職

員

と

来

賓

と

し

て

福

岡

国

税

局

の

岸

本

明

課

税

第

１

部

長

、

岡

田

達

也

個

人

課

税

課

長

ら

が

出

席

し

た

。

　

令

和

６

年

度

事

業

計

画

と

し

て

指

導

活

動

の

充

実

強

化

、

税

制

政

策

活

動

の

推

進

、

会

員

増

強

運

動

と

組

織

強

化

な

ど

を

決

め

た

。

　

さ

ら

に

最

重

点

事

業

と

し

て

▽

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

に

つ

い

て

、

登

録

申

請

書

の

提

出

を

希

望

す

る

会

員

に

対

し

、

申

請

が

円

滑

に

行

え

る

よ

う

強

力

に

サ

ポ

ー

ト

す

る

▽

所

得

税

・

住

民

税

の

定

額

減

税

に

つ

い

て

、

会

報

紙

等

を

利

用

し

て

情

報

を

提

供

し

、

制

度

の

周

知

徹

底

を

図

る

な

ど

を

盛

り

込

ん

で

い

る

。

　

一

般

社

団

法

人

福

岡

県

法

人

会

連

合

会

（

柴

戸

隆

成

会

長

）

は

６

月

�

日

、

福

岡

市

で

第

�

回

定

時

総

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

当

日

は

、

同

連

合

会

役

員

と

来

賓

と

し

て

福

岡

国

税

局

の

植

松

浩

行

課

税

第

２

部

長

ら

幹

部

、

福

岡

県

の

関

係

者

、

友

誼

団

体

の

代

表

ら

約

１

５

０

人

が

出

席

し

た

。

　

柴

戸

会

長

の

あ

い

さ

つ

の

後

、

①

税

知

識

の

普

及

と

納

税

意

識

の

高

揚

の

事

業

と

し

て

大

規

模

法

人

税

務

研

修

会

等

の

開

催

、

租

税

教

育

活

動

の

指

導

・

支

援

、

②

税

制

お

よ

び

税

務

に

関

す

る

調

査

研

究

・

提

言

に

関

す

る

事

業

に

税

制

改

正

提

言

の

取

り

ま

と

め

、

③

地

域

企

業

の

健

全

な

発

展

と

地

域

社

会

へ

の

貢

献

目

的

の

事

業

に

講

演

会

の

開

催

や

豪

雨

災

害

等

へ

の

義

援

金

の

寄

託

な

ど

を

盛

り

込

ん

だ

令

和

６

年

度

事

業

計

画

を

報

告

。

続

い

て

議

事

に

移

り

、

５

年

度

収

支

決

算

報

告

を

承

認

し

た

。

　

東

京

・

公

益

社

団

法

人

麹

町

法

人

会

（

川

村

真

志

会

長

）

は

６

月

�

日

、

都

内

の

都

市

セ

ン

タ

ー

ホ

テ

ル

で

総

会

と

講

演

会

を

開

い

た

。

来

賓

に

は

、

麹

町

税

務

署

の

佐

藤

寿

一

署

長

ら

が

招

か

れ

た

。

　

講

演

会

の

講

師

に

は

、

大

妻

女

子

大

学

キ

ャ

リ

ア

教

育

セ

ン

タ

ー

特

任

講

師

の

澤

田

裕

美

氏

が

招

か

れ

、

「

女

子

の

力

を

解

き

放

つ

新

し

い

協

労

の

あ

り

方

」

と

題

し

て

、

１

０

０

年

残

る

企

業

は

何

を

大

切

に

し

て

き

た

の

か

、

他

と

ど

こ

が

違

う

の

か

、

残

っ

て

い

る

こ

と

に

は

理

由

が

あ

る

な

ど

と

解

説

し

た

。

　

川

村

会

長

は

総

会

で

、

研

修

参

加

率

が

２

０

０

％

以

上

で

あ

る

と

し

て

、

東

法

連

か

ら

表

彰

さ

れ

た

こ

と

な

ど

を

報

告

、

様

々

な

研

修

会

に

携

わ

っ

た

会

員

ら

に

お

礼

を

述

べ

た

＝

写

真

。

　

公

益

社

団

法

人

札

幌

北

法

人

会

女

性

部

会

（

犬

嶋

由

香

里

部

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

札

幌

サ

ン

プ

ラ

ザ

で

開

催

さ

れ

た

通

常

総

会

終

了

後

、

恒

例

の

講

演

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

講

師

に

、

㈱

エ

ム

・

ケ

ー

・

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

代

表

取

締

役

の

和

田

順

子

さ

ん

を

迎

え

「

フ

ー

ド

ロ

ス

や

食

料

問

題

に

つ

い

て

学

ぼ

う

」

を

テ

ー

マ

に

、

部

会

員

ら

�

人

が

参

加

し

て

行

わ

れ

た

。

　

和

田

さ

ん

は

、

野

菜

ソ

ム

リ

エ

プ

ロ

、

食

育

イ

ン

ス

ト

ラ

ク

タ

ー

な

ど

の

ほ

か

、

全

国

で

二

人

目

・

北

海

道

初

と

な

る

サ

ル

ベ

ー

ジ

・

プ

ロ

デ

ュ

ー

サ

ー

の

資

格

も

取

得

し

て

い

る

。

　

講

演

会

で

は

、

日

本

全

体

で

１

年

間

に

約

５

２

３

万

ト

ン

の

フ

ー

ド

ロ

ス

が

発

生

し

て

い

る

現

状

や

、

食

料

問

題

で

は

、

世

界

で

�

人

に

１

人

、

８

億

２

８

０

０

万

人

が

飢

餓

に

苦

し

ん

で

い

る

反

面

、

全

世

界

で

つ

く

ら

れ

た

食

品

の

三

分

の

一

が

捨

て

ら

れ

て

い

る

現

状

な

ど

、

パ

ワ

ー

ポ

イ

ン

ト

を

使

用

し

て

分

か

り

や

す

く

解

説

し

た

。

　

講

演

の

後

半

で

は

、

参

加

者

を

グ

ル

ー

プ

に

分

け

、

手

作

り

感

満

載

の

す

ご

ろ

く

ゲ

ー

ム

「

ポ

テ

ト

の

冒

険

」

に

参

加

し

、

楽

し

く

理

解

を

深

め

た

。

　

食

品

ロ

ス

削

減

は

、

女

性

部

会

が

全

国

的

に

取

り

組

ん

で

い

る

課

題

で

あ

り

、

今

回

は

知

識

の

習

得

に

大

い

に

役

立

つ

講

演

会

で

あ

っ

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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